
今後の働き方改革への取組について

（一社）全国建設業協会では、地域建設業が魅力ある産業として、これからもその役割
を果たしていけるよう、昨年9月に「働き方改革行動憲章」を策定し、都道府県建設業協会
及び会員各企業一丸となって、働き方改革の推進に取り組んでおります。
また現在、その取組を更に具体的に推進するため、①週休2日の実現や、②社会保険加入

対策の徹底、③設計労務単価引上げ分の下請までの浸透、④ＩＣＴの活用による生産性向
上のための人材育成等について、団体として新たな推進方策も検討しているところです。
もとより、地域建設業の働き方改革の推進には、業界自らの取組とともに、車の両輪と

しての国、公共団体はじめ、民間を含めた発注者の皆様の理解と協力が不可欠であります。
つきましては、下記のとおり要望致しますので、政治のリーダーシップの下、各項目の

早期の実現に向けてお力添えを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

１．改正品確法で謳われた適正利潤の確保に向け、適正な予定価格が設定されるよう一
般管理費率の引上げなど所要の制度改善を図られたい。
特に、低入札価格調査基準価格及び最低制限価格について、7/10～9/10の引き上げ
を行われたい。

２．適正工期の設定と工期延伸に伴う必要経費の確保を図られたい。

３．日給月給制の技能労働者を含めた労働環境の整備を図るため、週休2日実現のための
実質的な単価アップを考慮し、調査・決定方法等を見直すことにより、設計労務単
価の抜本的な引上げを図られたい。

４．発注や施工時期の平準化、現場条件が整ってからの発注、及び開札から落札者決定
までの期間の短縮の一層の推進を図られたい。

５．技術者配置基準の見直しによる施工体制の効率化や、工事関係書類の大胆な簡素化
による業務の省力化を図られたい。

６．生産性向上に向けたICT活用に必要な人材育成や建機導入への支援措置の充実を図ら
れたい。

７．建設技能者の需給調整がより簡潔に実施できる制度の構築を図られたい。

８．民間を含む全ての発注者の、建設業の働き方改革の取組に対する理解の促進と、発
注者の取組の推進に向けた国による指導の徹底を図られたい。
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働
き
方
改
革
行
動
憲
章

─
地
域
建
設
業
が
魅
力
あ
る
産
業
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
た
め
に
─

一
．
経
営
ト
ッ
プ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
発
揮

経
営
者
自
ら
が
働
き
方
改
革
を
主
導
し
、
職
場
風
土
改
革
や
就
労
環
境
の
整
備
等
に
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
も
っ
て
取
り
組
む
。

長
時
間
労
働
を
助
長
す
る
よ
う
な
企
業
文
化
や
、
男
女
の
固
定
的
な
役
割
分
担
意
識
等
の
改
革
を
進
め
る
と
と
も
に
、
各
社
の
行
動
計
画
や
目
標
に
つ
い
て
は
、�

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
着
実
な
実
施
等
に
よ
り
、
柔
軟
な
働
き
方
が
可
能
と
な
る
環
境
整
備
に
努
め
る
。

二
．
生
産
性
向
上
に
向
け
た
課
題
と
目
標
の
共
有

生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
上
で
自
社
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
目
標
を
従
業
員
と
共
有
し
、
一
人
ひ
と
り
が
や
り
が
い
や
充
実
感
を
感
じ
な

が
ら
働
き
、
効
率
的
に
そ
の
職
責
を
果
た
せ
る
よ
う
改
善
を
図
る
。

個
々
の
従
業
員
の
業
務
の
進
め
方
・
内
容
を
改
め
て
確
認
・
検
証
し
、
現
場
の
実
情
に
即
し
た
業
務
の
見
直
し
や
、
手
待
ち
時
間
の
短
縮
（
稼
働
率
の
引
上
げ
）

に
向
け
た
工
程
管
理
の
工
夫
等
を
進
め
、
ム
リ
・
ム
ダ
を
省
き
、
メ
リ
ハ
リ
の
利
い
た
業
務
の
進
め
方
に
よ
り
、
業
務
効
率
の
引
上
げ
に
努
め
る
。

三
．
女
性
を
始
め
多
様
な
人
材
が
い
き
い
き
と
働
け
る
環
境
の
整
備

働
く
意
欲
の
あ
る
女
性
や
高
齢
者
の
活
躍
な
ど
、
誰
も
が
自
ら
の
可
能
性
・
能
力
を
最
大
限
発
揮
し
、
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
が
選
択
で

き
る
よ
う
職
場
環
境
の
整
備
を
推
進
す
る
。

性
や
年
齢
な
ど
に
関
わ
ら
ず
、
個
々
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
て
、
短
時
間
勤
務
、
在
宅
就
業
や
、
育
児
・
介
護
休
業
の
取
得
等
が
利
用
で
き
る
よ
う
雇
用�

管
理
制
度
や
人
事
評
価
制
度
の
改
革
に
努
め
る
。

四
．
建
設
現
場
に
お
け
る
労
働
安
全
・
衛
生
環
境
の
整
備

地
域
建
設
業
の
生
産
の
場
で
あ
る
建
設
現
場
の
安
全
で
快
適
な
職
場
環
境
の
整
備
に
取
り
組
む
。

協
力
会
社
等
の
従
業
員
を
含
め
、
現
場
に
働
く
全
て
の
従
業
員
が
安
全
で
気
持
ち
良
く
職
務
に
邁
進
で
き
る
よ
う
、
き
れ
い
な
現
場
の
実
現
に
向
け
、
整
理�

整
頓
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
ト
イ
レ
・
更
衣
室
等
の
設
置
、
熱
中
症
対
策
、
除
雪
待
機
ス
ペ
ー
ス
の
整
備
等
、
き
め
細
か
な
労
働
環
境
の
整
備
に
努
め
る
。

五
．
長
時
間
労
働
の
抑
制
と
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
促
進

労
働
時
間
関
係
法
令
の
遵
守
と
と
も
に
、
週
休
２
日
の
確
保
等
に
よ
る
所
定
外
労
働
の
削
減
や
、
年
次
有
給
休
暇
を
取
得
し
や
す
い
環
境

の
整
備
を
進
め
、
従
業
員
の
健
康
づ
く
り
を
通
じ
た
健
康
経
営
に
取
り
組
む
。

ノ
ー
残
業
デ
ー
の
導
入
、
深
夜
残
業
の
禁
止
、
週
休
２
日
制
の
普
及
、
統
一
土
曜
閉
所
、
在
宅
就
業
の
活
用
や
、
年
次
有
給
休
暇
の
計
画
的
な
付
与
（
半
日
・�

時
間
単
位
の
付
与
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
・
プ
ラ
ス
ワ
ン
休
暇(

休
日
の
前
後
に
取
得)

の
導
入
）、
取
得
状
況
の
確
認
・
見
え
る
化
等
に
取
り
組
む
。

六
．
人
材
育
成
の
推
進

能
力
開
発
へ
の
動
機
付
け
や
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
付
与
に
努
め
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
能
力
開
発
機
会
の
確
保
に
取
り
組
み
、
従
業

員
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
促
進
す
る
。

資
格
・
技
能
手
当
、
顕
彰
制
度
の
創
設
や
、
受
講
費
用
・
時
間
等
に
配
慮
す
る
な
ど
、
熟
練
技
術
・
技
能
の
継
承
及
び
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
等
に
必
要
な
新
た
な
知
識
・�

技
能
の
習
得
を
推
進
す
る
。

七
．
適
切
な
処
遇
の
確
保

個
々
の
従
業
員
の
職
務
内
容
、
職
務
の
成
果
・
能
力
・
経
験
等
に
対
す
る
適
正
な
評
価
の
も
と
、
適
切
な
水
準
の
賃
金
の
支
払
い
や
福
利

厚
生
の
実
施
に
努
め
る
。

建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
等
の
整
備
に
伴
い
、
企
業
内
の
み
な
ら
ず
広
く
社
会
一
般
に
お
い
て
、
技
能
に
応
じ
た
適
切
な
評
価
と
、
相
応
の
処
遇
の
確
保�

が
求
め
ら
れ
る
中
で
、
従
業
員
の
就
業
形
態
に
関
わ
ら
ず
、
従
業
員
の
や
り
が
い
に
も
通
じ
る
適
切
な
処
遇
の
確
保
に
努
め
る
。

八
．
適
切
な
受
注
の
確
保

生
産
性
向
上
は
、
適
正
利
潤
の
確
保
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
適
正
利
潤
が
確
保
で
き
る
適
正
な
価
格
と
、
適
正
な
工
期
に
よ
る

受
注
の
徹
底
に
取
り
組
む
。

改
正
品
確
法
の
趣
旨
が
民
間
発
注
者
を
含
む
発
注
現
場
に
共
通
の
理
解
と
な
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
短
工
期
や
低
価
格
で
の
い
わ
ゆ
る
ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注
は
、�

工
事
品
質
の
低
下
は
も
と
よ
り
、
工
事
従
事
者
の
賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
の
悪
化
、
安
全
対
策
の
不
徹
底
等
に
繋
が
る
こ
と
か
ら
、
厳
に
行
わ
な
い
。

九
．
下
請
企
業
や
取
引
先
の
労
働
環
境
改
善
へ
の
配
慮

下
請
負
契
約
等
の
締
結
に
際
し
、
下
請
企
業
等
の
労
働
環
境
の
改
善
に
も
元
請
企
業
と
し
て
責
任
あ
る
対
応
を
行
う
。

元
請
企
業
と
し
て
、
必
要
工
期
の
確
保
、
設
計
図
書
の
精
査
、
適
切
な
現
場
管
理
と
と
も
に
、
法
定
福
利
費
、
安
全
経
費
を
含
む
必
要
経
費
の
確
保
に
努
め
、�

下
請
企
業
に
対
し
て
も
適
切
な
水
準
の
賃
金
の
支
払
、
法
定
福
利
費
の
確
実
な
履
行
等
、
技
能
労
働
者
等
の
処
遇
改
善
が
図
ら
れ
る
よ
う
必
要
な
要
請
を
行
う
。

十
．
行
動
憲
章
の
周
知
・
徹
底

全
国
建
設
業
協
会
並
び
に
各
都
道
府
県
建
設
業
協
会
・
会
員
企
業
は
、
本
行
動
憲
章
を
最
大
限
尊
重
し
、
地
域
建
設
業
に
お
け
る
働
き
方

改
革
実
現
の
た
め
の
様
々
な
取
組
を
自
ら
積
極
的
に
行
う
と
と
も
に
、
先
進
企
業
の
好
事
例
等
の
情
報
の
共
有
に
も
努
め
る
。
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低入札価格調査基準とは
■ 予算決算及び会計令第８５条に規定。
■ 「当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合」の基準。
■ この基準に基づいて算出した価格を下回った場合には、履行可能性についての調査を実施。

履行可能性が認められない場合には、失格。

低入札価格調査基準の見直しについて

低入札価格調査基準（工事）

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.70

・一般管理費等×0.30

上記の合計額×1.05

H21.4～H23.3
【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.80

・一般管理費等×0.30

上記の合計額×1.05

H23.4～

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.80

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

H25.5.16～

○H29年4月1日以降に入札公告を行う工事を対象に、低入札価格調査基準の直接工事費の算入率
を0.95から0.97へ引き上げ。

受注者が必要な法定福利費を確保し、適切に保険に加入するよう、低入札価格調査基準の「労務
費」の算入率を現行の95%から100%に変更

・計算式により算出した額が上記の「範囲」を上回った（下回った）場合には、上限（下限）値で設定。

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.95

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

H28.4.1～

【範囲】

予定価格の

7.0/10～9.0/10

【計算式】

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費等×0.55

上記の合計額×1.08

今回（H29.4.1～）

機械経費 0.95
労務費 1.00
材料費 0.95

15

橋梁保全工事の設計変更の考え方について

yamakawa
長方形


